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(1) 会計規則の目的 旧地方鉄道会計規程は，従来政府が私

鉄を買収 ・ 補償 ・ 干mWJをする際の計算の正確を期する点におも

な目的があったといわれるが，新規則は鉄道会計の本質が弘欽

企業の公正収益のはj径と，地方鉄道業の健全な発達に資するこ

とにある点を明確にしたので、ある。

(2) 事業年度の統一 地方鉄道業者の事業年度は 1 年 1 r切の

ときはその年度末は 3 月 1 年 2 !拐のときは， その年度末はそ

れぞれ 9 月および 3 月である。このことは統一的な財務行政の

彼立のため，かねてから望まれていたが，初めて制度として雌

立さオ1たのである。

(3) 正規の簿記の原則等会計原則として ア 正規の簿記

の原貝IJ イ 資本耳B I と損益取引との区分の原則 ウ 発生主

義の原WJが採用された。これらの原則のうち， ア，イについて

は，すでに明治時代から確立されており，とくに資本取引と損

益取引の区分は，鉄道会計においてはその会計制度の創設され

た明治18 年の鉄道会計条例に基本を有するものである。またこ

れは英国の鉄道会計における復会計制度に基礎を有するもので

ある。ウの発生主義については連絡運賃の会計整理について例

外の慣習的な特例があるが，すでに古くから確立されている。

(4) 営業用固定資産の評価原則 営業用固定資産の貸借対照

表記紋l時の評価原則に関しては，明治時代から実費決算額主義

が採られ，当時の商法の評価原則であった時価主義の例外とな

っていた。これは現商法の営業用闘定資産の評価原則と同じで

あるが，減価償却ずみの固定資産の繰戻評価を認めない点は商

法と奥なる。大正 8 年の会計規程で確立された笑費決算額以内

主義とはこのことである。ただし受贈固定資産については運輸

大臣の認可のもとに固定資産整理が認められる。

2 会計整理事項私鉄会計としての特性は ア 資本剰余

金の特異性 イ 巨傾の臨時損失および廃棄固定資産の繰延

ウ 全線開業後における改良工事費への借入金利子の賦課

エ関連政オ固定資産減価償却法等である。

ア 資本剰余金の特奥性 商法の資本準備金に整理すべきも

ののほかに，事業用固定資産の建設または取得のため受入れた

寄付金 ・ 受贈財産評価傾(事業用固定資産にかぎる)・事業用固

定資産の建設取得に充当した債務の免除額が資本剰余金整理!を

命ぜられる。

イ 巨古賀の臨時損失等の繰延運輸大臣の認可のもとに認め

られる巨頒の天災人災による損失，および廃棄固定資産の除去jl

i{!lの繰延が，貸借対照表における繰延勘定としての整理が認め

られる。同繰廷のためには償却のための益金を必要とし ， 5 年

以内に毎決 :!'):JUJ均等領以上の償却をなすべき義務がある。

ウ 改良工事政への借入金利子の賦課従来の会計成例を l珂

文化したものである。①他鉄道または軌道との連絡設備の新

設工事 ② 発変電所の新設工事 ③複線( 3 線以上を含む)

工事 ④ 電化または男庄工事 ⑤ 軌間拡張工事 ⑥ 地表

紙lを高架線または地下線に変更する工事 ⑦ 道路上の鉄道を

専用敷の鉄道に変更する工事についての借入金の利子を， 工事

完了までの支払利子の同工事費への算入を認めるのである。

エ I主Jìili 政 資本勘定と収益勘定との相互関連，収総勘定

の営業部門内の相互関連，各事業の収益勘定問の相互関連等の

関連政については，原価計算的に各支出の聞の具体的l斜迷状態

を分析して適切な基準で分割すべきものとされている。

オ 固定資産減価償却法有形固定資産については従来の40

年〔最初 30 年)総合滅価償却法， (定率法定額法選定任意)を改

めて定率i去によって固定資産の耐用年数等に関する省命(昭和

26 年大政省令第 50 号)等によって，個別的に償却が行われるこ

とにな っ ている。ただし有形固定資産については間接償却法す

なわち滅佃i償却に際し，減価償却費と滅価償却引当金の両勘定

を問時に借方貸方各勘定に整理 し， 直接固定資産から減価償却

l/'lを控除しないのである。なお無形固定資産については，直接

償却i去による個別定額償却を行うこととなっている。

3 財務諸表および勘定科目

(1) 財務諸表 財務諸表の基本的な機成は①損益計算書

② 剰余金計算書 ③利益剰余金処分計算書 ④ 貸借対照

表であり ， 以下営業収入 ・ 営業費 ・ 固定資産の各明細表が制定

される。従来の勘定式の表示を改めて報告式表示とした。

(2) 勘定科目 勘定科目については， 科目解疏が付せられ，

とくに営業技については人件費 ・ 物件費 ・ 経費の順に配列され

る。なお地方鉄道業会計規則は軌道業に準用される。ー」地方

鉄道軌道の会計制度。(森島省吾)

ちぼうてつどうけいいんしょくせい 地方鉄道係員職制

鉄道営業法第四条の規定にもとづいて，大正 8・ 8 閣令第 13 号

をもって制定され， 係員の職名・職務の担当範囲ならびに指揮

命令系統を明確にするためのものであるが，これは鉄道事業の

ように地滅的・ l時間的に異なった作業が有極量的に行われるとこ

ろでは，作業を円滑に進め， しかも各作業の秩序を維持する見

地から必要なことであり，また旅客荷主の便益をはかると L 、う

点からも必要なものでおる。

明治 5 年わが国最初の鉄道開通に伴なって，政府は同年鉄道

略則および鉄道犯罪罰例を制定して，鉄道営業を行う場合の基

準および従事員の服務・懲戒などについて定めたが，同 33 年に

いたって鉄道営業法が制定されるにおよび，同法第四条の規定

にもとづき同年逓信省令(当時は鉄道に関する行政は逓信省の

一部局であった鉄道院が行っていた)をもって し鉄道係員職伽Ul

が制定された。その後国鉄および公共団体経営の鉄道について

は，その性格上法律的に一般民営の鉄道と同一に規制すること

には無理があるため，大正 8 年L地方鉄道係員職制1を制定して

民営の地方鉄道に適用させるとともに，国鉄および公共団体経

営の鉄道については，鉄道営業法を改正(第 28 条の 2 を追加)

して欽道営業法の適用を除外した。

地方鉄道係員職制は，鉄道係員を運輸 ・ 保線・電気(電気を

動力とするものにかぎる)の 3 部門に分け，各部門にそれぞれ

述輸長， f来線長，電気長をおいて指僚命令系統の中心とし，そ

の下に各係員を配置している。運輸長の下に駅長，車掌，後関

mi主任を，保線長の下に保線手を，また電気長の下に発電所・

変電所 . 1[路および電車庫の各主任をおいて ， 各極の係員を西日

照させて職務の範囲および命令系統を明らかにしているロなお

玉li輸 ・ 電気については必ずしもそれぞれの人員配置を必要とす

るものでなく ， 職務の状況によっては 2 以上の兼務を認めてい

る。またこの規程は地方鉄道における係員税制について l つの

基準を定めたものであって， 大小さまざまの規模è.， n!雑な組

織織鱗を有する鉄道事業にあっては， 必ずしもこの基準により

えないものが多い突怖であるため， 同規程第 1 条で鉄道の状況

により本規程によりがたいときは， べつに職制を定め所管陵運

局長を経由して運輸大臣に届出でさせること とした。

なおこの職制とは別に，地方鉄道業者は，技術を担当させる

ために主任技術者(地方鉄道施行規則第 31 条)を，電気を動力

とするものについては電気主任技術者(電気に関する臨時捕置

に|測する法律。電気事業主任技術者資格検定規則)を置かなけ

ればならない。----'鉄道係員。
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